
 

「保育カウンセラー」とは 
 

「保育カウンセラー」とは、公益社団法人全国私立

保育連盟が主催する所定の保育カウンセラー養成講

座(ステップⅠ～Ⅲ)を受講した後、同連盟が設置する

保育カウンセラー認定審査会において認定される資

格です。 

その役割は、カウンセリングの理論と技術を活か

し、保育の質の向上を図るとともに、子どもにかかわ

るすべての人たちが円滑な関係を築けるよう援助す

ることです。 

なお、「保育カウンセラー」は、平成１７年１月２

１日、役務区分第１６類「新聞、雑誌」および役務区

分第４３類「私立保育所における乳幼児の保育」にお

いて、特許庁に商標登録しています。 
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